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 【日本薬剤師研修センター】 

薬剤師研修・認定電子システム（PECS）における 

QR コードの表示開始について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、日本薬剤師研修センター（以下、研修センター）から、別添の通り同研修セ

ンターの薬剤師研修・認定電子システム（以下、PECS）における QR コードの表示を、

令和 4 年 2 月 14 日から開始する旨通知がありました。 

 通知では、自身の QR コードを印刷する前に、薬剤師名簿登録番号、同登録年月日

及び氏名等、登録内容に誤りが無いか今一度確認し、誤りがある場合は研修センター

に電子メールで報告後、指示に従い修正手続きを行うこととされており、修正されな

い場合は、PECS 登録の取り消しとともに、それまでに付与された研修受講単位は取

り消しになるとのことです。 

また、システムの本稼働後（4 月以降）は、この修正措置が有料になるとのことで

す。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 
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